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居宅介護支援契約 

および重要事項説明 

 

 下記の枠内に記載の契約者と事業者とは、事業者が契約者に対して行う居宅介護支援 

業務について、各々対等の立場でその内容を確認し、居宅介護支援契約約款のとおり契 

約します。 

 また、契約にあたり、「伊丹市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める」（平成３０年３月２８日条例第１０号）第６条の規定に基づき、事業者は契約

者に対して重要事項説明書に基づき説明を行い、契約者は重要事項の説明を受けました。 

 契約者と事業者とは、この契約を証するため、本書２通を作成し、契約者、事業者が 

署名または記名押印のうえ、各１通ずつ保有するものとします。 

 

－記－ 

 

重要事項説明年月日                       年   月   日 

契 約 締 結 年 月 日                     年   月   日 

個人情報使用同意年月日                       年   月   日 

 

事 

 

 

 

業 

 

 

 

者 

法 人 名            社会福祉法人ヘルプ協会 

所 在 地            兵庫県伊丹市北園１丁目１９番１ 

代 表 者 名            理 事 長  田 中 喜 代 子    印 

事 業 所 名            
在宅複合型施設ぐろ～りあ 

指定居宅介護支援事業所 

所 在 地              兵庫県伊丹市北園１丁目１９番１ 

管 理 者            管 理 者  松 永 政 江    印 

指 定 番 号            介護保険 第２８７３３００３１９号 

重 要 事 項 説 明 者                                            
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居宅介護支援サービスの利用にあたり、居宅介護支援契約約款及び

重要事項説明書について、説明を受け、内容を確認し、個人情報の

利用目的の範囲内で個人情報使用同意書および暴力団等反社会的勢

力の排除についての説明を受け、記載の事項について同意いたしま

した。 

契約者（利用者） 

住 所  

氏 名                   

 家族代表者 

住 所  

氏 名                   続 柄  

電 話  

該当するもの全てに 

○印をお付け下さい 

 署名代行者 代理人 法定後見人 任意後見人 

 緊急連絡先  立会人 その他（       ） 

 署名代行者 

 契約者（利用者）は署名が出来ないため、契約者本人の意思を確認の

上、私が契約者に代わって、その署名を代行します。 

 
家族代表者が署名代行者の為、省略 

住 所 
 

                     

氏 名                                   続 柄  
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＊オプション条項＊  第１７条（契約当事者の変更／代理人）関係 

 契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力

を失った場合に備えて、契約者の家族である下記の者を代理人と定め、

本契約書における契約者の権利義務にかかわる事務処理などについて、

これを委任することにあらかじめ同意する場合は、署名願います。 

住 所  

氏 名  

                  

続 柄  

 電 話  

区 分 法定代理人（        ）  任意代理人（        ） 

 契約者（利用者）が指定する緊急連絡先 

 事故が発生した場合には、契約者のご家族に対し、速やかに状況を報告、説明し

、その被害防止を図るなど必要な措置を講じます。 

主治医 

名 称  

医師名 
 

             

住 所  

電 話  

第１連絡 

家 族 

親 族 

  

  家族代表者が第１緊急連絡先の為、省略 

氏 名               続 柄  

電 話  

第２連絡 

家 族 

親 族 

  

  家族代表者が第２緊急連絡先の為、省略 

氏 名                続 柄  

電 話  
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居宅介護支援契約約款 

 

 

第１条（契約の目的） 

１ 事業者は、契約者の委託を受けて、契約者に対し介護保険に関する法令の趣旨に従っ 

て契約者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営 

むことができるよう居宅サービス計画の作成を支援するとともに、居宅サービス等の提 

供が確保されるようサービス提供事業者と連絡調整その他の便宜を図ります。また、契

約者はこれらの業務が円滑に遂行されるよう事業者に協力します。 

２ 事業者が契約者に提供する介護保険の対象となる居宅介護支援サービスの内容は次の 

とおりです。 

    ① 居宅サービス計画の作成 

    ② 居宅サービス事業者との連絡調整 

    ③ サービス実施状況把握、評価 

    ④ 利用者状況の把握 

    ⑤ 給付管理 

    ⑥ 要介護（以下「要介護等」といいます）認定申請に対する協力、援助 

    ⑦ 相談業務 

 

第２条（契約期間） 

１ この契約の契約期間は、この契約の締結の日から契約者の要介護等認定の有効期間満 

了日までとします。 

２ 契約満了の２日前までに、契約者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出 

がない場合、この契約は同一内容で契約者の次の要介護等認定の有効期間満了日まで自 

動更新するものとし、以後も同様とします。 

 

第３条（介護支援専門員） 

１ 事業者は、第１条第２項に規定する指定宅介護支援サービスを担当する介護支援専門 

員（ケアマネジャー）を選任し、その者の氏名を契約者に文書により通知します。 

２ 事業者は、介護支援専門員を交代させる場合には、事業者は交代の理由を明らかにし 

交代後の介護支援専門員の氏名を文書により契約者に通知します。 

 

第４条（居宅サービス計画作成の支援） 

  事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の 

作成を支援します。 

① 契約者の居宅を訪問し、契約者およびその家族に面接して情報を収集し、解決

すべき課題を把握します。 

② 当該地域における居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の

情報を適正に契約者及びその家族に提供し、契約者にサービスの選択を促します。 
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③ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点    

等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

④ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付    

の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者    

およびその家族に説明し、契約者から文書による同意を受けます。 

⑤ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行ないます。 

 

第５条（経過観察・再評価） 

  事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当 

させます。 

① 契約者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。 

② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、居宅サービス事   

業者との連絡調整を行ないます。 

③ 契約者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サー   

ビス計画変更の要介護等認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。 

 

第６条（施設入所への支援） 

  事業者は、契約者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、契約者に介護 

 保険施設の紹介その他の支援をします。 

 

第７条（居宅サービス計画の変更） 

  契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画 

 の変更が必要と判断した場合は、事業者と契約者双方の合意をもって居宅サービス計画 

 を変更します。 

 

第８条（給付管理） 

  事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理表を作成し、兵 

 庫県国民健康保険団体連合会に提出します。 

 

第９条（要介護等認定の申請に係わる援助） 

１ 事業者は、契約者が要介護等認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請 

を円滑に行なえるよう契約者を援助します。 

２ 事業者は、契約者が希望する場合は、要介護等認定の申請を契約者に代わって行ない 

ます。 

 

第１０条（サービスの提供の記録） 

１ 事業者は、指定居宅介護支援サービスの提供内容に関する記録を行うとともに、これ 

をこの契約終了後５ケ年間保管します。 

２ 契約者は、事業者の営業時間内にその事業所において、当該契約者に関する第１項の 

記録を閲覧および複写物の交付を請求することができます。 
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３ 第１２条第１項から第３項の規定により、契約者または事業者が解約を文書で通知し、 

かつ、契約者が希望した場合、事業者は、直近の居宅サービス計画および実施状況に関 

する書類を作成し、契約者に交付します。 

 

第１１条（利用料） 

１ 事業者が提供する居宅介護支援サービスに関するサービス利用料について、事業者が 

法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料に相当する給付を受領する場合

（法 廷代理受領）には、契約者の自己負担はありません。但し、契約者が介護保険料

の滞納 等により、事業者が介護保険からサービス利用料に相当する給付を受領するこ

とができ ない場合は、契約者は介護保険法令その他諸法令に定める所定の金額をサー

ビス利用料 として事業者に対し、いったん支払うものとします。 

２ 前項のサービス利用料について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該 

サービス利用料を変更することができるものとします。 

３ 利用料の他、契約者は、通常の事業実施地域以外の居宅への訪問を受けて、居宅介護 

支援サービスの提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとしま 

す。 

 

第１２条（契約の終了） 

１ 契約者は、契約期間中に、この契約を解約しようとする場合は、事業者に対して契約 

終了を希望する日の７日前までにその旨を申し出るものとします。ただし、契約者の病 

状の急変、緊急の入院などのやむを得ない事情がある場合には、契約終了を希望する日 

の７日前以内であっても、申し出により、この契約を解約することができます。 

２ 次の各号に該当する場合、契約者は、事業者に対して文書により通知することにより、 

いつでもこの契約を解約することができます。 

   ① 事業者が正当な理由なしに居宅介護支援の提供を行わない場合 

   ② 事業者が守秘義務に反した場合 

   ③ 事業者が契約者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

   ④ 事業者が破産した場合 

   ⑤ その他事業者がこの契約に定める居宅介護支援の提供を正常に行い得ない状況

に陥った場合 

３ 事業者は、事業規模の縮小、事業所の休廃止等、この契約に基づく指定居宅介護支援 

サービスの提供が困難になるなどのやむを得ない事情がある場合、契約者に対して、こ 

の契約の解約を予定する日から１ヵ月以上の期間をおいて解約理由を示した文書で通

知することにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は、当該地

域 の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を契約者に提供します。 

４ 次の各号に該当する場合、事業者は、1 ヶ月以上の期間の事前申出の期間なしに、こ 

の契約を解約することができます。 

① 契約者またはその家族などが事業者や従業者に対して、この契約を継続しがた    

いほどの不信行為を行った場合。 

② 契約者がこの契約に定める利用料等の支払いを２ヶ月以上遅延し、文書による    
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利用料等の支払い催告を行ったにもかかわらず、催告の日から１４日以内にその    

支払いがなかった場合。 

５ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

   ① 契約者が介護保険施設に入所した場合。 

   ② 契約者の要介護認定区分が、自立等の介護保険対象外と認定された場合。 

   ③ 契約者が死亡した場合。 

 

第１３条（秘密保持） 

  事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、指定居宅介護支援サービスを 

提供する上で知り得た契約者およびその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に 

漏らしません。この秘密を保持する義務（「守秘義務」といいます）は、契約終了後も 

同様です。 

２ 事業者は、契約者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、 

契約者の個人情報を用いません。 

３ 事業者は、契約者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に 

おいて、当該家族の個人情報を用いません。 

 

第１４条（賠償責任） 

  事業者は、指定居宅介護支援サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき 

事由により、契約者の生命・身体・財産等に損害を及ぼした場合には、その責任の範囲 

においてその損害を賠償します。 

 

第１５条（身分証携行義務） 

  介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び契約者やその家族から提示 

を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

第１６条（相談・苦情対応） 

  事業者は、契約者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した指定居 

宅介護支援サービスまたは居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等に関する契

約 者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応します。 

 

第１７条（契約当事者の変更／代理人） 

  契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合に 

備えて代理人を定め、本契約書における契約者の権利義務にかかわる事務処理などにつ 

いて、これを委任することができるものとします。 

 （この条項の適用にあたっては、本契約書３ページに書名押印をお願いします。） 

 

第１８条（善管注意義務） 

  事業者は、契約およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物（磁気媒体情報及 

び伝送情報を含む）の取り扱については善良な管理者の注意をもって管理し、また処分 
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する際にも、第三者への漏洩を防止するものとします。また、事業者は、契約者より委 

託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその 

業務を遂行します。 

 

第１９条（信義誠実の原理） 

１ 契約者と事業者とは、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

２ この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを 

遵守し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。 

 

第２０条（裁判管轄） 

  契約者と事業者とは、この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、契約者の住所 

地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意します。 

 

第２１条（暴力団等反社会的勢力の排除）  

契約者は事業者に対し、本件契約時において、契約者が暴力団、暴力団員、暴力団関

係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力（以下

「暴力団等反社会的勢力」という。）に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって

も該当しないことを確約する。 

２ 契約者は、事業者が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その

調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。 

 

第２２条（暴力団等反社会勢力の契約の解除等） 

  事業者は、契約者が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすること

なく、本件契約を解除することができる。 

２ 事業者が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、事業者はこれによる契

約者の損害を賠償する責を負わない。 

３ 第１項の規定により事業者が本件契約を解除した場合には、契約者から事業者に対す

る損害賠償請求はできない。 

 

第２３条（人権擁護及び虐待防止に関する事項） 

  事業者は、契約者の人権の擁護及び虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

 （１）人権の擁護及び虐待の防止に関する責任者の選定 

     

虐待防止に関する責任者 施設長 竹下 千晴 

 

 （２）人権の擁護及び虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

 （３）成年後見制度を活用した権利擁護の利用支援 

 （４）契約者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

 （５）その他人権の擁護及び虐待防止のために必要な措置 

事業者は、そのサービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者（契約者の家族等高齢
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者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合は、速やかに、 

これを市町村に通報するものとする。 

 

第２４条（事故発生時の対応） 

（１）事故が発生した場合は、契約者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じ

るとともに、速やかに家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の対応等に

ついて報告いたします。 

（２）事故等により要介護認定に影響する可能性がある場合には市町村（保険者）に事故

の概要を報告いたします。 

（３）事業者は、サービス提供にともなって、事業者の責め帰すべき事由により契約者の

生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、契約者に対してその損害を賠償します。 

（４）事業者は、自己の責任に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。と

りわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れます。 

① 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれ

を告げず、また不実の告知をおこなったことにもっぱら起因して損害が生じた場

合。 

② 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意

にこれを告げず、または不実の告知をおこなったことにもっぱら起因して損害が生

じた場合。 

③ 契約者が急激な体調の変化等、事業所が実施したサービスを原因としない事由にも

っぱら起因して損害が生じた場合。 

④ 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反しておこなった行為に

もっぱら起因して損害が発生した場合。 

 

                                     以上 
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個人情報保護に関する基本方針 

 

 社会福祉法人ヘルプ協会（以下、「法人」という。）は、利用者等の個人情報を適切に取

り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。 

 当法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努力するととも

に、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関

連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図

ることをここに宣言します。 

 

記 

 

１．個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託 

① 個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利

用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。 

② 個人情報の取得・利用・第三者提供に当たり、本人の同意を得ることとします。 

③ 法人が委託をする医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、個人情報保護法と

ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ秘密保持

契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。 

 

２．個人情報の安全性確保の措置 

① 法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報に

関する規則類を整備し、必要な教育を継続的に行います。 

② 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失、または毀損の予防及び是正のた

め、法人内において規則類を整備し、安全対策に努めます。 

 

３．個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等への対応 

法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者

提供の停止等の申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合

には、個人情報相談窓口（電話：072-777-0765）までお問い合わせください。 

 

４．苦情の対応処理 

法人は、個人情報取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。 

 

 な お 、 こ の 個 人 情 報 保 護 に 関 す る 基 本 方 針 は 、 当 法 人 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://helkyo.com)で公表するとともに、要望に応じて紙面にて公表いたします。 

 

２０２２ 年６月２４日 

 

社会福祉法人ヘルプ協会 

理事長 田 中 喜 代 子 
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個人情報の利用目的 

 

 社会福祉法人ヘルプ協会では、個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理

に配慮する「個人情報保護に関する基本方針」の下、ここに利用者の個人情報の「利用目

的」を公表します。 

 

【利用者への介護サービスまたは障害福祉サービスの提供に必要な利用目的】 

１．法人の事業所内部での利用目的 

① 事業所が利用者等に提供する介護サービスまたは障害福祉サービス 

② 介護保険事務または支援費事務 

③ 介護サービスまたは障害福祉サービスの利用にかかる事業所の管理運営業務のう

ち次のもの 

・入退所等の管理 

・会計、経理 

・介護事故、緊急時等の報告 

・当該利用者の介護・医療・障害福祉サービスの向上 

２．他の介護事業者等または障害福祉サービス事業者等への情報提供を伴う利用目的 

① 事業所が利用者等に提供する介護サービスまたは障害福祉サービスのうち 

・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業

所との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

・利用者に障害福祉サービスを提供する他の障害福祉サービス事業者との連携、

照会への回答 

・その他の業務委託 

・利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

・家族等への心身の状況説明 

② 介護保険事務または支援費事務のうち 

・保険事務または支援費事務の委託（一部委託を含む） 

・審査支払い機関へのレセプトの提出 

・審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

１．法人の事業所内部での利用に係る利用目的 

① 事業所の管理運営業務のうち次のもの 

・介護サービスや障害福祉サービス、業務の維持・改善の基礎資料 

・事業所等において行われる学生等の実習への協力 

・事業所において行われる事例研究等 

２．他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

① 事業所の管理業務のうち 

・外部監査機関、評価機関等への情報提供 

 

 なお、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を越えて個人情

報を取り扱うことはいたしません。 

２０２２年６月２４日 

 

社会福祉法人ヘルプ協会 

理事長 田 中 喜 代 子 
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個人情報使用同意書  

 

                              契約者署名（本書２ページ）   

                                  家族代表者署名（本書２ページ） 

 

 私（契約者）およびその家族等の個人情報については、指定居宅介護支援契約における機密保持に関し、下記の場

合にその必要とする範囲内で使用することに同意します。 

 

記 

 

１．事業者が介護保険法に関する法令に従い、契約者のサービス計画に基づくサービス等を円滑に実施するため行う

サービス担当者会議等において使用する場合。 

２．私（契約者）が入院等医療機関で受診するときに医療機関に対し、個人情報を使用する場合。 

  （入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供します。） 

３．事業者が契約終了によって契約者を他の施設へ紹介するなどの援助を行うに際し必要な個人情報を使用する場

合。 

４．その他、本書１１ページ記載の「個人情報の利用目的」に記載する範囲内で個人情報を使用する場合 

以上 

社会福祉法人ヘルプ協会 

暴力団等反社会的勢力の排除および契約の解除等に関する確約書  

契約者署名（本書２ページ）   

                                  家族代表者署名（本書２ページ） 

私は、次の①の各号のいずれかに該当し、若しくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、又は①に基づく確約に

関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この契約が解除されても異議を申しません。また、これにより損

害が生じた場合は、一切私の責任とします。 

 

① 本件取引に際し、現在次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し

ます。 

ア 暴力団 

イ 暴力団員 

ウ 暴力団関係者 

エ 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等 

オ その他前各号に準ずる者 

② 自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 

ア 暴力的な要求行為 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

エ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為 

オ その他前各号に準ずる行為  
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重要事項説明書 

 

  あなた（以下「契約者」といいます）またはそのご家族が利用しようとお考えの 

 居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明 

 致します。分からないこと、分かりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてくだ 

 さい。 

 

 

 

 

 

 

１ 居宅介護支援を提供する事業者について 

法人名 社会福祉法人ヘルプ協会 

法人所在地 兵庫県伊丹市北園１丁目１９番１    〒664-0891 

電話番号 ０７２-７７７-０７６５ 法人本部 

ＦＡＸ番号 ０７２-７７７-０７０４ 

ホームページ http://helkyo.com/ 

メールアドレス gloria@helkyo.or.jp 

代表者名 理事長 田中 喜代子 

設立年月日 １９９９年１２月８日 

 

２ ご契約者への居宅介護支援提供を担当する事業所について 

２－１ 事業所の説明 

施設の名称 在宅複合型施設ぐろ～りあ 指定居宅介護支援事業所 

サービスの種類 居宅介護支援事業 

指定年月日 ２０００年４月１日 

指定更新年月日 ２０２０年４月１日 

指定番号 兵庫県 第２８７３３００３１９号 

開設年月日 ２０００年４月１日 

施設の所在地 兵庫県伊丹市北園１丁目１９－１    〒６６４－０８９１ 

公共交通機関 （伊丹市バス、阪急バス）辻村バス停下車徒歩１分 

電話番号 ０７２-７７７－０５２３ （直通） 

ＦＡＸ番号 ０７２-７７７－０７０４ 

ホームページ http://helkyo.com/ 

メールアドレス gloria.cm@helkyo.or.jp 

管理者名 管理者    松永 政江 

 この「重要事項説明書」は、「伊丹指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年条例第１

０号）」第６条の規定に基づき、居宅介護支援契約締結に際して、

事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。 
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２－２ 事業の目的および運営方針 

事 

業 

の 

目 

的 

 契約者の委託を受けて、契約者に対し介護保険に関する法令の趣旨に従って契

約者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう居宅サービス計画の作成を支援するとともに、指定居宅サ

ービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者と連絡調整その他の便宜を

図ります。 

運 

営 

方 

針 

 契約者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、契約者の選択に基づ

き、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的か

つ効率的に提供されるよう配慮して行います。 

 居宅介護支援の提供に当たっては、契約者の意思及び人格を尊重し、常に契約

者の立場に立って、契約者に提供される指定居宅サービス等（法第七条第十八項

に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定の居宅サ

ービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。 

 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、介護支援センター

他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連

携に努めます。 

 

２－３ 通常の事業の実施地域 

伊丹市 川西市 尼崎市 宝塚市 西宮市 

    ※表記地域以外に在住の方の利用希望についてもご相談に応じます。 

 

２－４ 営業日及び営業時間                                                  

サービス  指定居宅介護支援事業 

営業日   月曜日～金曜日 但し１２/３０～１/３を除く 

営業時間  ９時～１８時  ただし他の時間帯は電話応対 

注 大雨・洪水・暴風等により警報が発せられ、所定時間帯の訪問が困難と思われる

  場合は、訪問時間の変更もしくは臨時休業することがあります。 

 

２－５ 職員体制                     

職 種 職務内容 人 員 数 

介護支援専門員 ３「居宅介護支援業務の内容」に記載の業務       ６名以上 

事務職員 居宅介護支援業務に係る事務職員       ０名 
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３ 居宅介護支援サービスの内容、利用料について 

３－１ サービスの内容 

              （別記）居宅介護支援業務の実施方法等について 

１ 居宅サービス計画の作成について 

① 事業者は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 

 ア 契約者の居宅への訪問、契約者及びその家族に面接により契約者の置かれてい 

る環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。 

 イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービ 

ス事業者等に関する情報を契約者またはその家族に提供します。 

 ウ 事業者は、契約者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に 

偏る事のないよう複数の事業所の情報を提供します。 

 エ 事業者は、居宅サービス計画の原案が、契約者の実情に見合ったサービスの提 

供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます 

③ 事業者は、契約者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用

を希望する場合には、契約者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。 

④ 事業者は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の

契約者のサービス選択に資する内容を契約者またはその家族に対して説明します

。 

 ア 事業者は、契約者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基 

づく居宅サービス計画を作成し、改めて契約者の同意を確認します。 

 イ 契約者は、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の 

   選定理由の説明を求めることができます。 

 ウ 契約者は、事業者が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、

   事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。 

  

 

 

居宅介護支援サービスの 

内容 

①居宅サービス計画の作成 

②居宅サービス事業者との連絡調整 

③サービス実施状況把握、評価 

④契約者状況の把握 

⑤給付管理 

⑥要介護認定申請に対する協力、援助 

⑦相談業務 

提供方法 別記「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照 

介護保険適用の有無 
上記①～⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介

護保険の対象となるものです。 
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２ サービス実施状況の把握、評価について 

①事業者は、居宅サービス計画作成後も、契約者またはその家族、さらに指定居宅サ 

ービス事業者と継続的に連絡をとり、居宅サービス計画の実施状況の把握に努めると

ともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との調整

を行います。 

②事業者は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、契約者の状態

を定期的に評価します。 

③事業者は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、

または契約者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は契約

者に介護保険施設に関する情報を提供します。 

 

３ 居宅サービス計画の変更について 

 事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サー

ビス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と契約者双方の合意をもって居宅サ

ービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するも

のとします。 

 

４ 給付管理について 

 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、

国民健康保険団体連合会に提出します。 

 

５ 要介護認定等の協力について 

①事業者は、契約者の要介護認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請

が円滑に行われるよう必要な協力を行います。 

②事業者は、契約者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行いま

す。 

 

６ 居宅サービス計画等の情報提供について 

 契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービ

ス計画作成が円滑に引き継げるよう、契約者の申し出により、居宅サービス計画等の

情報の提供に誠意をもって応じます。 

目安 

３－２ 介護支援専門員が契約者の状況把握のため契約者の居宅を訪問する頻度のめやす 

契約者の要介護認定有効期間中、１ケ月に１回以上 

 

３－３ 利用料 

1ヵ月当りの料金 

（介護給付費） 

要介護１･２    1086単位×地域加算10.70＝１１６２０円 

要介護３･４･５ 1411単位×地域加算10.70＝１５０９７円 

初回加算  300単位×地域加算10.70＝ ３２１０円 
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入院時情報連携加算（Ⅰ）  250単位×地域加算10.70＝ ２６７５円 

入院時情報連携加算（Ⅱ）  200単位×地域加算10.70＝ ２１４０円 

退院・退所加算（Ⅰ）

イ 

 450単位×地域加算10.70＝ ４８１５円 

退院・退所加算（Ⅰ）

ロ 

600単位×地域加算10.70＝ ６４２０円 

退院・退所加算（Ⅱ）

イ 

600単位×地域加算10.70＝ ６４２０円 

退院・退所加算（Ⅱ）

ロ 

750単位×地域加算10.70＝ ８０２５円 

退院・退所加算（Ⅲ） 900単位×地域加算10.70＝ ９６３０円 

通院時情報連携加算  50単位×地域加算10.70＝  ５３５円 

ターミナルケアマネジメント加算 400単位×地域加算10.70＝ ４２８０円 

緊急時等居宅カンファレンス加算  200単位×地域加算10.70＝ ２１４０円 

特定事業所加算Ⅰ 519単位×地域加算10.70＝ ５５５３円 

特定事業所加算Ⅱ 421単位×地域加算10.70＝ ４５０４円 

特定事業所加算Ⅲ 323単位×地域加算10.70＝ ３４５６円 

特定事業所加算Ａ 114単位×地域加算10.70＝ １２１９円 

特定事業所医療介護連携加算 125単位×地域加算10.70＝ １３３７円 

1ヵ月当りの利用料 

（契約者負担） 

介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありませ

ん。（全額、介護保険により負担されます。） 

 

３－４ その他の費用について 

交 通 費  上記２(１)で示した「通常の事業実施地域」におけるサービス利用

については、交通費は無料です。 

 それ以外の地域へのサービス提供につきましては、当事業所の従業 

者がお伺いするため公共交通機関又はタクシーを利用した場合は、そ

の実費をいただきます。なお、事業者の自動車を使用した場合の交通

費は、いただきません。 

 

４ 秘密の保持と個人情報の保護について 

４－１ 契約者及びその家族に関する秘密の保持について 

 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た契約者及びそ

の家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。 

 この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

 

４－２  個人情報の保護について 
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 事業者は、契約者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において

、契約者の個人情報を用いません。また、契約者の家族の個人情報についても、予め

文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いませ

ん。 

  事業者は、契約者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善

良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するもの

とします。 

 

５．損害賠償について 

５－１ 事業者の責任による損害賠償                                       

 当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者

は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

 ただし、その損害の発生について、ご契約者側に故意又は過失が認められる場合に

は、ご契約者のおかれている心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業

者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

                                                                                

 

５－２ 事業者の責任によらない損害賠償                                     

 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とり

わけ次の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 

・ご契約者（そのご家族も含む）が、本契約締結に際し、その心身の状況及び病歴等

の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら

起因して損害が発生した場合 

・ご契約者（そのご家族も含む）が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する

聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起

因して損害が発生した場合 

・ご契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に

もっぱら起因して損害が発生した場合 

・ご契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示等に反して行った行為にもっぱ

ら起因して損害が発生した場合 

 

６．事故発生時の対応方法について 

 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用

者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により損害すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行います。 
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７．虐待の防止について 

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 施設長 竹下 千晴 

虐待防止に関する担当者     宿野 幸子 

（２）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）その他、人権の擁護及び虐待防止のために必要な措置を講じます。 

 事業者は、そのサービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者（契約者の家族等高

齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通報します。 

 

 

８．苦情の受付について 

８－１ 当事業所における苦情の受付                                       

 当事業所における苦情やご相談は、次の専用窓口で受け付けます。 

苦情受付担当者 在宅複合型施設ぐろ～りあ 指定居宅介護支援事業所 

管 理 者      松永 政江 

受 付 日      土・日曜日、祝祭日、12/30～1/3を除く毎日 

電  話      ０７２－７７７－０５２３（9時～18時受付） 

Ｆ Ａ Ｘ      ０７２－７７７－０７０４（24時間受付） 

Ｅメール gloria.cm@helkyo.or.jp（24時間受付） 

 

苦情解決責任者 社会福祉法人ヘルプ協会 

施 設 長 竹下 千晴 

受 付 日      土・日曜日、祝祭日、12/30～1/3を除く毎日 

電  話      ０７２－７７７－０７６５（9時～18時受付） 

Ｆ Ａ Ｘ      ０７２－７７７－０７０４（24時間受付） 

Ｅメール mail@helkyo.or.jp（24時間受付） 

 

第三者委員 田渕 謙二 

 

喜多 伸介 

 ※苦情等（個人情報の保護に関する事項を含みます）の受付窓口は受付担当者です。また苦情 

  解決責任者は、苦情等（個人情報の保護に関する事項を含みます）の申し出をされた方と話 

  し合いによって円滑な解決に努めます。 
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８－２ 行政機関その他苦情受付機関                                       

兵庫県 

国民健康保険団体連合会 

神戸市中央区三宮町１－９－１－１８０１ 

電 話 ０７８－３３２－５６１７ 

ＦＡＸ ０７８－３３２－５６５０ 

月曜日～金曜日  ９時～１７時１５分 

伊丹市役所 

健康福祉部 

介護保険課 

伊丹市千僧１丁目１番地 

電 話 ０７２－７８４－８０３７ 

ＦＡＸ ０７２－７８４－８００６ 

 

9. 衛生管理等 

(1) 居宅介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行いま

す。 

(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講

じます。                                       

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を   

おおむね１月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底し

ています。                                      

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。   

③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。 

 

10. 業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実

施するための、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を

策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。           

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。                              

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 
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11．利用者側の禁止事項 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．身体的拘束等の禁止及び適正化について 

 

 

 利用者及びその家族に、ハラスメント行為（以下の事由）があったときは事業者は

本契約を解除することができる。（別紙） 

１．つねる、叩く、殴るなど、身体に向けられた暴力行為 

２．怒鳴る、脅す、威圧するなどにより、精神的圧迫を与える行為 

３．身体を触る、触れられるその他サービス従事者に向けて卑猥な言動をとるセクハ

ラ行為 

４．誹謗中傷その他、業務と無関係にサービス従事者の人格を攻撃する行為 

５．計画のないサービスあるいはサービス外の労働を強要する行為 

６．事業所内の内規違反となる業務中の飲食、金銭の受託等を強要する行為 

７．その他、サービス従事者が平穏に業務を行うことを困難にさせている行為。 

 

事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（「身体的拘束等」という）

を行わない。 

２．身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録します。 

３．事業所は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３ヶ月に１度 

以上開催するとともに、その結果について介護職員その他の職員に周知徹底を図りま

す。 

４．身体的拘束等の適正化のための指針を整備しています。 

５．介護職員その他の職員に対して、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に 

実施しています。 

 

身体的拘束を防止する担当者：宿野 幸子 


